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本書の使い方

□試験の出題傾向を把握 □学　習

□試験対策

　ファイナンシャル・プランニング技能検定の
分野別の出題頻出項目の上位１０項目をランキ
ング（2002年10月試験から2014年１月試験）。
出題傾向を把握し、優先順位をつけて学習でき
ます。

　試験の出題範囲は極めて
広範ですが、すべてがファ
イナンシャル・プランナー
に求められる知識です。試
験に合格することが当面の
目標といえますが、技能士
資格取得後も日々の業務の
なかで活かせる構成となっ
ていますので、繰り返し学
習しましょう。

　試験で問われやすいポイン
ト。暗記するときの頭の整理
に最適です。

　各章末には、当該章の内容から過去のファイナンシャル・
プランニング技能検定２級学科試験で実際に出題された問題
を掲載しています。学習した内容について腕試しとしてチャ
レンジしてみましょう。

　各章末で、各章の内容習
熟度を測ることができます。

　各章のはじめに、よく出題される、
押さえておくべきポイントをまとめて
います。

　頻出項目ランキングをもとに各項目に表示。優
先順位をつけて学習できます。

★★★…�最重要項目（出題頻度は高レベルです。
優先的に繰り返し学習しましょう）

★★☆…�重要項目　（出題頻度は中レベルです。
繰り返し学習しましょう）

★☆☆…�普通項目　（出題頻度は低レベルです。
１度は学習しておきましょう）

分野別頻出項目ランキング 解　説

過去問＠○章

理解度テスト
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出題ポイント

□コンプライアンス
　（税理士法、弁護士法、金融商品取引法、保険
業法、社会保険労務士法、司法書士法）

FPと倫理・関連法規

第1章
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出題ポイント

i

第１分冊　FP２級（学科試験）
分野別頻出項目ランキング

　以下の分野別頻出項目ランキングは、FP技能検定・２級学科試験において、過去 38回（2002 年 10
月試験から 2014 年１月試験まで）のなかで出題された頻出細目のランキングです。出題された問題が
複数の項目に該当する場合は、それぞれの項目の出題回数に加えています。
　なお、出題回数については、（株）きんざい　ファイナンシャル・プランナーズ・センター編集部が学
習の便宜を図るために作成したものです。FPとして幅広い知識を身につけるためには、少しでも多くの
項目を学習するのが望ましいことは言うまでもありません。

※�　実際の試験では、「Ｂ分野　リスク管理」は、原則、毎回１０問出題されています。

A分野

B分野

ライフプランニングと資金計画（除く年金・社会保険）

リスク管理

順位 範囲の細目 試験範囲 出題回数 掲載ページ

１ 税理士法、保険業法、投資顧問業法、弁
護士法

フィナンシャル・プランニン
グと関連法規（第１章）

35 8 〜

２ FP の職業的原則
フィナンシャル・プランニン
グと倫理（第１章）

11 5 〜

３ 可処分所得の計算
フィナンシャル・プランニン
グの考え方・手法（第 2章）

11 31 〜

４ 住宅ローンの仕組み
ライフプラン策定上の資金計
画
（第 3章）

11 57 〜

５ 資金調達の種類と特性の概略 中小法人の資金計画（第 4章） 9 84 〜

５ クレジットカードに関する一般的な知識 ローンとカード（第 5章） 9 101 〜

順位 範囲の細目 試験範囲 出題回数 掲載ページ

１ 損害保険商品の種類と内容 損害保険（第９章） 46 213 〜

２ 生命保険商品の種類と内容 生命保険（第８章） 38 167 〜

３ 法人における生命保険の経理処理 生命保険（第 11章） 26 253 〜

４ 損害保険を利用した家庭の
リスク管理

リスク管理と保険（第 12章） 22 288 〜

５ 保険料と税金 生命保険（第 11章） 20 242 〜

※�　実際の試験では、Ａ分野からの出題は、「ライフプランニングと資金計画（除く年金・社会保険）」が毎回３～４問程度出
題されます。別途、「年金・社会保険」（第５分冊参照）が毎回６～７問程度出題されます。
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 第2節

FPの業際関連法規

FPは、その業務範囲の広さゆえに周辺領域の各種法令に抵触する可能性が

ある、ということに留意しなければならない。FPはそれら関連法規を遵守す

ることが求められると同時に、専門資格や登録がないためにそれら関連法規に

抵触することのないよう、十分に留意する必要がある。

 1 税理士法 ★★★

税理士の業務は、税理士法 2条において、税務代理行為（租税に関する法令

に基づく申告等について代理・代行するもの）、税務書類の作成（申告書など

の作成）、税務相談の 3 つを業として行うことが挙げられている。また、同法

52条において、税理士または税理士法人でない者は別段の定めがある場合を除

いてこれらの業務を行ってはならないと定められている。この規定に違反する

と同法59条により処罰される。

税理士資格を保有していない FPは、税理士の業務を行ってはならない。特

に業務を遂行する上で留意すべきは、FP 相談業務の中で税務に関する相談項

目が発生するときである。税理士業務としての税務相談については、日本税理

士会連合会で一定の見解が出されている（日本税理士会連合会編「新税理士

法」平成14年 4 月刊）。同会によると、業として行う税務相談とは、営利目的

の有無や有償無償の別は問わないとされ、さらに税務相談に応じるとは、具体

的な質問に対して答弁し、指示し、または意見を表明することをいうとされる。

ただし、単に仮定の事例に基づいて計算を行ったり、一般的な税法の解説を行

うことは、業として行う税務相談に該当しないとされている。

従って、税理士資格を有しない FPは、税務に関する相談があった場合、税

 第2節

 1 税理士法 ★★★★★★★★★★★★

税理士業務とは
何？

ココが問われる！

無償であれば税理
士業務をしても問
題ない？

ココが問われる！

一般的な説明は税
理士業務？

ココが問われる！

理士法に抵触しないよう、一般的な事例に置き替えて説明し、特定の具体的な

計算結果等が必要なものについては税理士に対応を依頼するなどの処置が求め

られる。

 2 保険業法 ★★★

生命保険の必要性を提案したり、保険商品の特徴や活用例を説明したりする

だけであれば、保険募集人登録を受けなくてもできるが、保険を募集するには

内閣総理大臣（実務的には財務局）の登録を受けなければならない。保険契約

者等の保護や業務の適正を図るため、保険業法上、募集人登録を受けないで保

険を募集することは禁止されている。

また、同法300条において、保険契約締結または保険募集に関する禁止行為

が規定されている。これらの禁止行為は、特に保険会社や保険代理店等に所属

する FPは、その内容について十分に理解する必要がある（詳細は143ページ

以下参照）。

なお、一部の保険商品（特定保険契約）について金融商品取引法が準用され、

同法の行為規制の一部が特定保険契約にも準用されること（保険業法300条の

2）、及び、金融商品取引法の準用に伴い保険業法施行規則234条の27が制定さ

れ、特定保険契約に関する禁止事項が追加されたことに注意が必要である。

 3 金融商品取引法 ★★★

平成19年 9 月30日に施行された金融商品取引法は、「当事者の一方が相手方

に対して有価証券の価値等または金融商品の価値等に関し、口頭、文書その他

の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを

約する契約（投資顧問契約）を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行

うこと」（同法 2条 8項11号）を「業として行うこと」を、「金融商品取引業」

の 1 つである「投資助言・代理業」として規定しているが（同法28条 3 項 1

号）、これは、従来の投資顧問業法（平成19年 9 月30日廃止）でいうところの

「投資顧問業」にあたる。そして、金融商品取引法は、「金融商品取引業は、内

 2 保険業法 ★★★★★★★★★★★★

必要保障額の試算
は誰でもできる？

ココが問われる！

募集人以外が保険
を募集してもよ
い？

ココが問われる！

 3 金融商品取引法 ★★★★★★★★★★★★

FP が無登録で投
資顧問契約をして
もよい？

ココが問われる！
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理解度テスト❶
次の文章を読んで、正しいものには○を、誤っているものには×を記入しなさい。

問　題 解答欄

1 FP は顧客の税金対策や資産運用が主な業務なので、一定の富裕層
を除いては、FPに対するニーズは低いと考えられる。

2
FP は、自らが取り扱っている金融商品を販売して手数料収入を得
るために、顧客の利益と相反するようなプランニングを行ってはな
らない。

3
FP が、他の専門家と協働で顧客のプランニングに取り組む場合、
顧客に同意を得ることを徹底すると同時に、他の専門家に当該顧客
の情報を開示するに当たっては、その範囲などについても、顧客と
十分に確認して行うことが必要である。

4 「顧客利益の優先」と「守秘義務の遵守」の 2つを徹底すれば、FP
の職業倫理は全うできる。

5 FP には、資格の取得だけで満足することなく、プランニングに必
要な最新の情報や知識を常に更新する意識が求められる。

6
FP が顧客のあらゆる要望に応えるためには、たとえ保有資格がフ
ァイナンシャル・プランニング技能士だけであっても、単独で法律
相談や税務相談にまで対応すべきである。

7
税理士の資格を保有していない FP が、顧客の個別データをもと
に、具体的な相続税額を算出してプランニングを行うと、無償であ
っても税理士法違反になる恐れがある。

8 保険業法上、登録を受けずに生命保険や損害保険の募集を行うこと
は禁止されている。

9 金融商品取引業を営もうとする者は、内閣総理大臣の登録を受けな
ければならない。

10 FP の資格を保有していれば具体的な法律相談に応じても問題はな
い。

15

第

1
章

1×公的年金の支給水準の低下や医療費の自己負担割合の増加など、個人を取り巻く環境は変化し、さらに
自己責任原則が求められる現在、幅広い知識とスキルを有した FPに対する社会的ニーズは一層高まっていく
と考えられる。　 2○　 3○　 4×「顧客に対する説明義務」「コンプライアンスの徹底」などの職業倫理も
忘れてはならない。　 5○　 6×FPとしては、関連法規に抵触しないように十分注意するとともに、各専門
領域を取り扱う有資格者等と協働するためのネットワークの構築も大切である。　 7○　 8○　 9○ 10×
具体的な法律相談は弁護士の領域であり、弁護士の資格を保有していない FP が法律相談を行うことは、弁護
士法に抵触する恐れがある。

解答解説

第 1 章　FPと倫理・関連法規
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いてこれらの業務を行ってはならないと定められている。この規定に違反する

と同法59条により処罰される。

税理士資格を保有していない FPは、税理士の業務を行ってはならない。特

に業務を遂行する上で留意すべきは、FP 相談業務の中で税務に関する相談項

目が発生するときである。税理士業務としての税務相談については、日本税理

士会連合会で一定の見解が出されている（日本税理士会連合会編「新税理士

法」平成14年 4 月刊）。同会によると、業として行う税務相談とは、営利目的

の有無や有償無償の別は問わないとされ、さらに税務相談に応じるとは、具体

的な質問に対して答弁し、指示し、または意見を表明することをいうとされる。

ただし、単に仮定の事例に基づいて計算を行ったり、一般的な税法の解説を行

うことは、業として行う税務相談に該当しないとされている。

従って、税理士資格を有しない FPは、税務に関する相談があった場合、税

 第2節

 1 税理士法 ★★★★★★★★★★★★

税理士業務とは
何？

ココが問われる！

無償であれば税理
士業務をしても問
題ない？

ココが問われる！

一般的な説明は税
理士業務？

ココが問われる！

理士法に抵触しないよう、一般的な事例に置き替えて説明し、特定の具体的な

計算結果等が必要なものについては税理士に対応を依頼するなどの処置が求め

られる。

 2 保険業法 ★★★

生命保険の必要性を提案したり、保険商品の特徴や活用例を説明したりする

だけであれば、保険募集人登録を受けなくてもできるが、保険を募集するには

内閣総理大臣（実務的には財務局）の登録を受けなければならない。保険契約

者等の保護や業務の適正を図るため、保険業法上、募集人登録を受けないで保

険を募集することは禁止されている。

また、同法300条において、保険契約締結または保険募集に関する禁止行為

が規定されている。これらの禁止行為は、特に保険会社や保険代理店等に所属

する FPは、その内容について十分に理解する必要がある（詳細は143ページ

以下参照）。

なお、一部の保険商品（特定保険契約）について金融商品取引法が準用され、

同法の行為規制の一部が特定保険契約にも準用されること（保険業法300条の

2）、及び、金融商品取引法の準用に伴い保険業法施行規則234条の27が制定さ

れ、特定保険契約に関する禁止事項が追加されたことに注意が必要である。

 3 金融商品取引法 ★★★

平成19年 9 月30日に施行された金融商品取引法は、「当事者の一方が相手方

に対して有価証券の価値等または金融商品の価値等に関し、口頭、文書その他

の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを

約する契約（投資顧問契約）を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行

うこと」（同法 2条 8項11号）を「業として行うこと」を、「金融商品取引業」

の 1 つである「投資助言・代理業」として規定しているが（同法28条 3 項 1

号）、これは、従来の投資顧問業法（平成19年 9 月30日廃止）でいうところの

「投資顧問業」にあたる。そして、金融商品取引法は、「金融商品取引業は、内

 2 保険業法 ★★★★★★★★★★★★

必要保障額の試算
は誰でもできる？

ココが問われる！

募集人以外が保険
を募集してもよ
い？

ココが問われる！

 3 金融商品取引法 ★★★★★★★★★★★★

FP が無登録で投
資顧問契約をして
もよい？

ココが問われる！
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問1 ［2012年 9 月／ 2級学科試験出題］
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次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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問2 ［2012年 5 月／ 2級学科試験出題］

　ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、
最も不適切なものはどれか。
1 ．金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、

顧客からの株式投資の相談に関し、有価証券の勧誘を目的とせずに、市
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顧客からライフプランの相談があるときには、生命保険の募集・勧誘を
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FPの業際関連法規
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れ、特定保険契約に関する禁止事項が追加されたことに注意が必要である。
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平成19年 9 月30日に施行された金融商品取引法は、「当事者の一方が相手方

に対して有価証券の価値等または金融商品の価値等に関し、口頭、文書その他

の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを

約する契約（投資顧問契約）を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行

うこと」（同法 2条 8項11号）を「業として行うこと」を、「金融商品取引業」

の 1 つである「投資助言・代理業」として規定しているが（同法28条 3 項 1

号）、これは、投資顧問業法（平成19年 9 月30日廃止）でいうところの「投資

顧問業」にあたる。そして、金融商品取引法は、「金融商品取引業は、内閣総
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